
　地籍調査とは、法務局に備え付けられている「公図」をもとに、一筆ごとの土地所有者、地番、地
目を調査し、境界の位置と面積を測量する「公図」の復元作業のことです。
　平成27年度に予定している調査区域は次のとおりです。この調査区域の土地所有者の方には、改
めて事業説明会のご案内をしますのでご協力ください。
※なお、地籍調査の実施状況については、町ホームページに掲載していますのでご確認ください。

◆新規調査地区

「加田の一部」
「小川樅ノ木山の一部」
「中追の一部」
「清水上分の一部」

◆再調査地区

「越裏門の一部」
「大森の一部」
「寺川の一部」

伊野地区

吾北地区

本川地区
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地籍調査事業にご協力ください
◆ 問い合わせ ◆  ・新規調査地区について　国土調査課（吾北総合支所内）　　867－2314
　　　　　　　　・再調査地区について　　本川総合支所産業建設課　　　　　869－2115


